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懲戒処分通知書
貴殿の日頃の勤務状況につきまして、当社としても適切な指導を行ってまいりましたが、企業秩序および信用に関わる重大な問題行為が確認されました。つきましては、当社就業規則第10条第2項の定めに基づき、下記のとおり懲戒処分を科することを通知いたします。
記
1．処分の内容
貴殿に対し、3か月間の減給処分を科します。
処分期間中の賃金は、毎月の支給額から基本給の1割を減額します。

2．懲戒処分の理由
貴殿は、個人で利用しているSNS上において、当社および取引先に関する不適切な内容の投稿を行い、当社の信用および社会的評価を損なうおそれのある行為を行いました。
当該投稿は社外に広く閲覧可能な状態にあり、その内容は企業としての信頼性を低下させるものであり、看過できない問題行為と判断いたしました。
これらの行為は、就業規則第10条に定める「企業秩序の維持に反する行為」および「信用失墜行為」に該当します。

3．今後について
貴殿には、今回の処分を厳粛に受け止め、今後はSNSの利用を含め、社会人としての自覚と責任ある行動を強く求めます。
なお、同様の行為が再度確認された場合には、より重い懲戒処分（出勤停止、懲戒解雇等）を含め、厳正に対処いたします。
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